
第３回境港市農業委員会総会議事録  
１．開催日時 平成３１年３月１２日（火） 午後１時３０分から  
２．開催場所 境港市役所 第１会議室  
３．出席委員（１３人）    会長（議長）   ９番  足 立 晋 哉 

農業委員     １番  酒 井 美智子 
２番  河 岡   誠  
３番  阿 部 和 夫 
４番  佐々木   隆 
５番  藪 内   明 
６番  古 德 哲 郎 
７番  足 立 惠 一 
８番  永 井   剛    最適化推進委員  １番  濵 田   孝             ２番  角     興             ３番  築 谷 敏 樹             ４番  永 井 和 人  

４．欠席及び遅刻委員  なし  
５．農業委員会事務局職員    事務局長  阿 部 英 治 

主 幹   川 田   潤 
主 任   今 井 洋 介  

６．議事日程   第１ 議事録署名委員の指名 
第２ 会務報告 
第３ 議案審議及び報告     議案第６号  農地法第４条の規定による許可申請について       議案第７号  非農地証明申請について 

議案第８号  平成３１年春季農作業労賃標準額について 
議案第９号  農用地利用集積計画（案）について 
報告第７号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 
報告第８号  農地法第１８条第６項の規定による通知書 



報告第９号  公共事業の施行に伴う附帯施設設置に係る農地転用報告書に
ついて  

７．会議の概要  
議  長 ただ今から、平成３１年 第３回境港市農業委員会総会を開会いたします。      本日の欠席委員は０名ですので、定足数に達しており、会議は成立して 

おります。 
それでは、委員会会議規則第１１条第２項に規定する総会の議事録署名委員で 
すが、議長から指名してよろしいでしょうか。       （「異議なし」の声あり）  

議  長 それでは、５番薮内委員、６番古徳委員にお願いします。       続いて、会務報告を行います。       （会長から次の事項について会務報告）       ２月１８日（月）荒廃農地対策視察研修会（鳥取県鹿野町）       ２月２２日（金）常設審議委員会  
議  長 それでは、議案審議に入ります。議案第６号「農地法第４条の規定による許可

申請について」議題とします。事務局より説明をお願いします。  
事 務 局 議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請について」ご説明いたします。      議案の１～６ぺージです。 

（番号１） 
申請人は、境港市上道町のＡさんです。  土地の所在は、１ページにあります中野町、畑、２０５㎡、田２４１㎡、合計
４４６㎡です。  申請理由は、申請地に住宅を建築したいということです。 
申請地周辺の農地区分につきましては、住宅が連たんしている区域に近接して

いる区域であり、第２種農地に該当します。土地選定理由書は３ページのとお

りです。  資力及び信用につきましては、残高証明書が提出されております。 
遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業計画

書から妥当と判断されます。 
土地改良区の同意の意見書は添付されております。 
計画面積については、添付された土地利用計画図から適当と思われます。 



周辺農地の営農条件への支障につきましては、周辺地は耕作されておりません

し、ブロックで仕切るなど、影響はないものと思われます。 
現地調査は、築谷委員、阿部委員、薮内委員にお願いしました。以上です。  

議  長 事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はありませんか。       （「なし」の声あり）  
議  長 それでは採決いたします。賛成の方は挙手をお願いします。       （全員挙手）  
議  長 全員賛成ですので、議案第６号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第７号「非農地証明申請について」を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。  
事 務 局 議案第７号「非農地証明申請について」説明させていただきます。      議案の７～９ページです。 

（番号１） 
申請人は大阪府茨木市のＢさんです。土地の所在は、外江町、畑、３５７㎡で、

市街化区域内にあります。地図は８ページです。 
申請地は、５０年以上前に住宅が建築されており、農地から外したいとのこと

で非農地申請に至っております。 
現地調査は、築谷委員、阿部委員、薮内委員にお願いしました。以上です。  
（番号２） 
申請人は福岡市のＣさんです。土地の所在は、渡町、畑、４９５㎡で、市街化

調整区域内にあります。地図は９ページです。 
申請地は、３０年ちかく前に住宅が建築されており、農地から外したいとのこ

とで非農地申請に至っております。 
現地調査は、築谷委員、阿部委員、薮内委員にお願いしました。以上です。  

議  長 事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はありませんか。       （「なし」の声あり）  
議  長 それでは採決いたします。賛成の方は挙手をお願いします。  



     （全員挙手）  
議  長 全員賛成ですので、議案第７号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第８号「平成３１年春季農作業労賃標準額について」を議題と 

します。 
事務局より説明をお願いします。  

事 務 局 議案第８号「平成３１年春季農作業労賃標準額について」説明させていただき 
ます。 
議案の１１ページです。 
先月の総会後に農政専門部会で審議いたしまして、計画案を作成しました。 
平成３０年度から項目に特に変更はありませんが、一般労務について、昨年 
１０月に最低賃金の改正があり、７５０円から７７０円に変更しております。  

議  長 事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はありませんか。       （「なし」の声あり）  
議  長 それでは採決いたします。賛成の方は挙手をお願いします。       （全員挙手）  
議  長 全員賛成ですので、議案第８号は、原案のとおり承認されました。 

続いて、議案第９号「農用地利用集積計画（案）について」を議題とします。  
（河岡委員退席）  

議  長 事務局より説明をお願いします。  
事 務 局 議案第９号「農用地利用集積計画（案）について」説明させていただきます。 

議案１２ページから１６ページです。 
１３ページが総括表です。賃借権設定が畑２２筆、１６，０３４㎡で、いずれ

も新規です。使用貸借権設定は畑１１筆、５，９８６㎡で、いずれも新規です。 
賃借権の番号１～３の使用者は４～６のＤさんです。番号７は１５番のＥさん

が借りられます。番号８と９は１６、１７のＤさんが借りられます。 
番号１０は１８のＦさん、番号１１から１３は１９から２１のＤさん、番号１

４と２６はＦさんが借りられます。 
使用賃借権の２２はＧさんの解約後に２３と併せてＨさんが借受されたもので



す。 
２４と２５、２７番はＩさんの解約後にＪさんが借りられます。 
１６ページが今回利用権の設定を受ける耕作者の農業経営状況の一覧です。 
いずれも、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件に該当しており、

特に問題はないと考えます。  
議  長 事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等はありませんか。       （「なし」の声あり）  
議  長 それでは採決いたします。賛成の方は挙手をお願いします。       （全員挙手）  
議  長 全員賛成ですので、議案第９号は、原案のとおり承認されました。 

次に、報告に入ります。事務局からお願いします。       （事務局から次の事項について報告） 
報告第７号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 
報告第８号  農地法第１８条第６項の規定による通知書 
報告第９号  公共事業の施行に伴う附帯施設設置に係る農地転用報告書に

ついて  
議  長 報告について、何か質問等はございますか。  
続いて、 

・その他協議事項、行事予定等     ○常設審議委員会 
平成３０年度鳥取県農業会議臨時総会（会長） 平成３１年３月２２日（金）     ○第４回境港市農業委員会総会         平成３１年４月１０日（水） 

・農業委員会情報「農業者年金に加入しませんか」  
議  長 以上で、本日の審議は終了いたしましたが、その他に皆さんの方からございま

せんか。  
（質問、意見なし）   



議  長 無いようですので、以上をもちまして平成３１年 第３回境港市農業委員会 
総会を閉会します。    

平成３１年３月１２日     境港市農業委員会  
議  長                                      
署名委員                                
署名委員                               


